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こども家庭庁の設置及びこども基本法の施行について 

１ 背景 

  これまで待機児童対策や幼児教育、保育の無償化、児童虐待防止などの施策の充

実が図られてきましたが、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっていない状況

です。また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多となるなど、こどもを取り巻

く状況は深刻となっています。このような危機的な状況を踏まえると、常にこども

の最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据

えて（こどもまんなか社会）、協力に進めていくことが急務となっています。 

  このため、こども政策を強力に推進していくための新たな司令塔としてこども家

庭庁が設置され、また、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくた

めの包括的な基本法としてこども基本法が制定されました。 

２ こども家庭庁について 

 (1)  こども家庭庁の任務 

    こどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができる社会の

実現に向けて、こどもと家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利

利益の擁護を任務としています。 

図 こども家庭庁のイメージ 
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(2)  こども家庭庁の体制 

図 こども家庭庁の体制 

３ こども基本法について 

こども基本法は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤とし

て、こども施策の基本理念や基本となる事項を定めた包括的な基本法です。同法では、

こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映、地方公共

団体の責務等について定められています。（別添資料参照） 

こども基本法の構成 

第一章 総則 第 13、14条 関係者相互の有機的な連携 

の確保等  第 1 条 目的 

 第 2条 定義 第１５条  この法律及び児童の権利に関す 

る条約の趣旨及び内容について 

の周知  

 第 3条 基本理念 

 第 4条 国の責務 

 第 5条 地方公共団体の責務 第１６条  こども施策の充実及び財政上の 

措置等  第 6条 事業主の努力 

 第 7条 国民の努力 第三章 こども政策推進会議

 第 8条 年次報告 第１７条 設置及び所掌事務等 

第二章 基本的施策 第１８条 組織等 

 第 9条 こども施策に関する大綱 第１９条 資料提出の要求等 

 第 10条 都道府県こども計画等 第２０条 政令への委任 

 第 11 条 こども施策に対するこども等 

の意見の反映 

第12条 こども施策に係る支援の総合的か

つ一体的な提供のための体制の
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４ 国の主な動向（令和５年度） 

こども大綱は令和５年秋頃に閣議決定予定 

↓ 

こども大綱を勘案し、越谷市第３期子ども・子育て支援事業計画※を策定 

（※こども基本法第 10条に規定する市町村こども計画と一体のものとして策定予定） 

令和５年４月１８日 こども政策推進会議※（第１回） 

⇒ こども大綱案の作成にむけて、こども家庭審議会に対し、内

閣総理大臣から今後５年を見据えたこども施策の基本的な方

針や重要事項等について諮問することが決定しました。 

※ 委員：内閣総理大臣を長とした関係閣僚 

令和５年４月２１日 こども家庭審議会※（第１回） 

⇒ 内閣総理大臣からこども大綱案などの策定に向けた諮問が

行われました。また、同審議会の下に３分科会と８部会を設置

し、審議を行うことが決定しました。 

※ 委員：学識経験者や大学生、子育て当事者など２５名 
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